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このほど文部科学省は令和５年度大学入学者選抜実施要項を公表した。実施要項は大学入試の「ルールブッ

ク」とも呼べるもので、各大学は記載内容に従って入試を実施する。令和５年度大学入学者選抜実施要項にお

いても、前年に引き続き新型コロナウイルス感染症（以降、コロナ）対策に伴う試験実施上の配慮として「罹

患した志願者の受験機会の確保」が継続して示された。詳細は以下の通りである。 

 

■コロナ対策に伴う試験実施の配慮について 

・共通テスト追試験の日程確定－前年に引き続き追試験は２週間後の実施に  

大学入学共通テスト（以降、共通テスト）は、2023年 1月 14・15 日に実施される。ただし通常、本試験の

１週間後に実施される追試験は、志願者がコロナに罹患した場合等にも対応できる選択肢を確保するため、２

週間後の１月 28・29 日に実施される。なお、追試験の試験場の設置場所は、コロナの感染状況等を踏まえ、

秋頃を目途に決定・周知するという。 

 

・個別学力検査でも「追試験」か「別日程への振替」のいずれか実施 

各大学が実施する個別学力検査についてもコロナに罹患した志願者の受験機会を確保するため、「追試験の

設定」または「別日程への振替」のいずれか一つの方策を必ず講ずるように求められた。また、文部科学省は

各大学の講じた措置を同省のホームページにおいて周知するとした。 

・８月１日以降の個別学力検査中止などは原則認めず  

 個別学力検査の直前での取りやめなどは、受験生・高校側に混乱を招くことになる。このため、前年に引き

続き 8 月 1 日以降の変更・中止などは、原則行わないものとした。（ただし、当該大学が所在する地域の感染

状況が著しく深刻であることにより，当該地域において入学者選抜が実施できないことが明らかであるよう

な例外的な場合を除く。） 

・総合型選抜の出願は９月１日以降 

一昨年はコロナ禍による休校期間に配慮する形で 9 月 15 日からに変更された出願であるが、昨年に引き続

き、従来通りの 9月 1日以降とした。ただし、「中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応」、「Ｉ

ＣＴの活用」など、選抜方法については引き続き、可能な限りの配慮が求められた。 

 

■不正行為への対応厳格化 

 共通テストの問題を不正に流出させた事件を受け、受験生の不正行為への対応が厳格化された。具体的には、

不正行為に対して、警察に被害届を提出する場合があることを周知するなど、不正行為に該当する行為及び罰

則を募集要項等で明示しておくことや、大学の実情に応じて、必要な監督者や巡視を補助する人員を確保する

ことが明記された。 

 

■多様な背景を持った受験生を対象とする選抜の趣旨の説明について 

入学者の多様性を確保する観点から選抜条件を設定している場合は、その趣旨や方法について社会に対して

合理的な説明を行うことが明記された。（例えば、理工系分野における女子枠などの設置がこれらに該当する。） 

２０２３年度入試情報 

令和５年度大学入学者選抜実施要項公表 

 

大学入学共通テストの試験日程 

 本試験 2023年１月 14日（土）・15日（日） 

 追試験 2023年１月 28日（土）・29日（日） 

 日 


